滝沢村エコオフィス計画





１　計画の目的

　　本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条の３に基づき策定するもので、村が行なうすべての事務・事業について、温室効果ガスの排出抑制等環境に配慮した行動を行なうことにより、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。

　　　

２　計画の期間

　　基準年を平成１９年度とし、平成２１年度から平成２５年度までの５ヵ年計画とします。ただし、必要に応じて随時計画の見直しを行なうものとします。

３　計画の対象となる温室効果ガス

　　本計画で対象とする温室効果ガスの種類は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項に掲げる６種類のうち、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンの４種類とします。パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄については、村の事務事業に伴う発生量が少ないことや、排出量の把握が技術的に困難であることから、対象外とします。
	対象
	ガスの種類
	主な発生源
	村の事務事業に係る主な発生源

	〇
	二酸化炭素(CO2)
	電力や燃料の消費（全温室効果ガスの９割以上を占め、温暖化への影響が大きい）
	電気消費、燃料消費、一般廃棄物の焼却

	〇
	メタン(CH4)
	家畜の反すう、自動車の走行、下水処理
	公用車の走行、一般廃棄物の焼却

	〇
	一酸化二窒素(N2O)
	自動車燃料の消費
	公用車燃料消費

	〇
	ハイドロフルオロカーボン(HFC)
	カーエアコンや冷蔵庫の冷却、スプレー製品の噴射剤
	公用車のカーエアコン

	－
	パーフルオロカーボン
	電子部品の不活性液体、半導体のエッチング
	－

	－
	六ふっ化硫黄（SF6）
	電気機器の絶縁体
	－


４　対象とする事務・事業の範囲

　　対象とする事務・事業は、村が行う全ての事務・事業です。（他者に委託している事務・事業は除きます。）

５　対象とする組織・施設等の範囲

対象とする組織・施設は、次に掲げる組織・施設です。（他者に管理・運営を委託している施設や、施設に常駐している団体等は除きます。）
対象とする組織・施設等一覧



　


１　使用及び排出に関する目標

　　計画の対象となる温室効果ガスのうち、特に地球環境に影響の大きい二酸化炭素を指標として、その主な排出原因である電気・燃料の使用量及び廃棄物の排出量の削減目標を設定します。

平成２５年度までに基準年（平成１９年度）比で次のように削減します。

　

　　

　２　温室効果ガスの総排出量に関する目標

　　　１の削減目標どおり、エネルギー・燃料の使用及び廃棄物の排出の削減が達成されたと仮定した場合、温室効果ガス（二酸化炭素・CO2）の総排出量は１９年度比で３．３％減となり、目標として２５年度までに基準年（平成１９年度）比で４％の削減を掲げています。


　


　　

役場等において実行する環境保全活動は、次のとおりとします。

　

1 買うとき（役場等で使用する物品等の購入に当たっての環境保全への配慮）

2 つくるとき（建築物の建設、修繕及び土木工事に当たっての環境保全への配慮）

3 使うとき（製品等の使用及び建物・施設の維持管理及び購入物品等の使用に当たっての環境保全への配慮）

4 ごみにする前に（廃棄等に当たっての環境保全への配慮）





１　推進及び点検・評価の方法

本計画の推進及び点検・評価は、村が平成１２年８月に取得したＩＳＯ１４００１の環境マネジメントシステムを活用するものとします。

２　職員に対する研修

　　地球温暖化問題について盛り込んだ内容の研修を、各課のＩＳＯ１４００１推進員が課毎に実施します。

３　取り組み状況の公表

　　この計画の取り組み状況は村のホームページにより毎年公表します。　
	項目
	基準年実績

（平成１９年度）
	平成２５年までの削減目標
	実績

（平成　年度）
	評価

	電気使用量Ｋｗｈ
	５，９７１，１９１
	３％
	
	

	ガソリン使用量Ｌ
	３７，５９７
	３％
	
	

	軽油使用量Ｌ
	１４，４９９
	３％
	
	

	灯油使用量Ｌ
	８５，５３６
	３％
	
	

	Ａ重油使用量Ｌ
	３０７，９２８
	３％
	
	

	廃棄物排出量ｋｇ
	９１，０６３
	９％
	
	

	温室効果ガス(CO2)排出量
	４，０３５，９９９
	４％
	
	


【評価について】

◎･･･目標達成

×･･･目標未達成










第２章　実行計画の目標














第１章　基本的事項











平成２１年７月


岩手県　滝沢村　






































区　　　分�
施　　　　　　設　　　　　　名�
�
役場庁舎�
・滝沢村役場�
�
出先機関�
・東部出張所　・北部出張所　・水道事業所　・滝沢村公民館


・北部コミニティーセンター　・滝沢村給食センター　


・清掃センター　・老人福祉センター　・湖山図書館


・滝沢ふるさと交流館　・滝沢相の沢温泉お山の湯


・滝沢勤労青少年ホーム　・埋蔵文化財センター�
�
小中学校�
・篠木小学校　・鵜飼小学校　・滝沢小学校　・滝沢第二小学校


・一本木小学校　・滝沢東小学校


・姥屋敷小中学校　・柳沢小中学校　・滝沢南中学校


・滝沢第二中学校・一本木中学校　・滝沢中学校�
�
保　育　所�
・姥屋敷へき地保育所�
�
体育施設等�
・総合公園体育館　・総合公園陸上競技場　・総合公園野球場


・東部体育館　・滝沢勤労者体育センター


・滝沢村多目的研修センター　・姥屋敷多目的研修センター�
�












項目�
現状（平成１９年度）�
削減目標�
�
（参考）ＣＯ2排出割合（Ｈ19）�
�
電気使用量Ｋｗｈ�
５，９７１，１９１�
３％�
�
７０．５％�
�
ガソリン使用量Ｌ�
３７，５９７�
３％�
�
２．２％�
�
軽油使用量Ｌ�
１４，４９９�
３％�
�
１．０％�
�
灯油使用量Ｌ�
８５，５３６�
３％�
�
５．３％�
�
Ａ重油使用量Ｌ�
３０７，９２８�
３％�
�
２０．８％�
�
廃棄物排出量ｋｇ�
９１，０６３�
９％�
�
０．３％�
�
　　注　：小数点以下四捨五入





削減目標





二酸化炭素(CO2)








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｋｇ


区　　　分�
現状（平成１９年度）�
削減目標�
�
排　出　量�
４，０３５，９９９�
４％�
�















配慮事項�
取組内容�
具体的活動�
�
買うとき�
・再生紙の購入とその使用拡大�
・役場等が購入して使用する用紙類及び外注等による印刷物は、原則としてすべて再生紙とし、その使用拡大に努める。


・事務用紙、印刷物及び衛生用紙等の購入に当たっては、古紙配合率の高い製品の購入に努める。


・コピー用紙は、古紙配合率７０％以上、白色度７０％程度のものとする。�
�
�
・再生品（紙類を除く）の購入とその使用拡大�
・役場が購入する物品類（紙類を除く）は、リサイクル原料使用品とし、その使用拡大に努める。特に、文具、作業着等は再生材料から作られたものを原則とする。�
�
�
・環境負荷の少ない家電製品及びＯＡ機器の購入�
・庁用備品の購入に当たっては、電力消費量が少ない等の環境負荷の少ないものの導入に努める。�
�
�
・節水機器等の購入�
・節水のための機器の導入に努める。�
�
�
・公用車への低公害車の計画的導入�
・低公害車の導入に努める。�
�
�
・環境に配慮した包装・容器の商品の購入�
・簡易包装の商品、詰め替え可能な製品、リターナブル容器の製品の購入�
�
つくるとき�
・適切な処理施設等の設置�
・省資源、省エネルギーに配慮した建物、施設の建設に努める。


�
�
�
・省資源、省エネルギーの推進�
�
�
�
・水利用の合理化�
�
�
�
・環境負荷の少ない施工作業の実施及び建設廃棄物の削減と再利用�
・環境に配慮した工事の施工とリサイクル及びリサイクル材の使用を推進する。�
�
�
・敷地内及び周辺の自然環境の保全�
・緑化に努める。�
�
























（つづき）


使うとき�
・庁舎等におけるエネルギー使用量の削減�
・電気、燃料等の使用量の削減に努める。�
�
�
・庁舎等における節水等の推進�
・飲料水、手洗い水等の節水を徹底する。�
�
�
・用紙類等の使用量の削減�
・両面コピー、印刷機の使用の徹底を図る。


・コピーミス紙等の裏面利用の徹底を図る。�
�
�
・環境に配慮した建物・施設の維持管理�
・環境に十分配慮して施設等の維持管理を行う。�
�
ごみにする前に�
・廃棄物の減量とリサイクルの促進�
・ごみの分別、リサイクルにより廃棄物の減量に努める。�
�
�
・フロン類の全量回収、再利用と適正処理�
・フロン系ガス使用製品は全て適正に処理する。�
�









環境保全活動取組項目














第４章　推進及び点検・評価











第３章　取り組み内容
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